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   鳴門教育大学就職委員会規程 

 

平成１６年 ４ 月 １ 日 

規程第   ７１   号 

改正 平成１９年 ３ 月２３日規程第３８号 

 平成２０年 ３ 月１７日規程第３０号 

平成２２年 ３ 月２４日規程第４８号 

平成２３年 ３ 月１０日規程第１０号 

平成２８年 ２ 月１０日規程第１３号 

平成２９年 ３ 月 ８ 日規程第５５号 

平成３１年 ３ 月１３日規程第４９号 

令和 元 年１１月２７日規程第９７号 

令和 ２ 年 ３ 月１９日規程第３５号 

令和 ４ 年 ３ 月 ９ 日規程第２２号 

令和 ７ 年 ９ 月１０日規程第４４号 

令和 ８ 年 ２ 月２７日規程第１２号 

令和 ８ 年 ３ 月１１日規程第５０号 

 

 （設置）  

第１条 鳴門教育大学の学生の就職指導等に関し，その円滑な実施を図るため，鳴門教育

大学就職委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 学長が指名する副学長 

 (2) 心理臨床コース及びグローバル教育コースを担当する教員から各１人 

 (3) 教科・総合系の各コースを担当する教員から各１人 

 (4) 特別支援教育コース及び幼児教育コースを担当する教員から各１人   

  (5) 教員養成特別コースを担当する教員から１人 

  (6) 教務委員会委員から学長が指名する者 １人 

  (7) 教員就職支援業務統括 

  (8) 学生支援部学生課長 

 (9) その他学長が必要と認めた者 

２ 委員会にオブザーバーを置き，学長が指名する副学長をもって充てる。 

 （任期等） 

第３条 前条第１項第２号から第５号に規定する委員の任期は，２年とし，再任を妨げな

い。ただし，欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第６号及び第９号に規定する委員の任期は，学長が別に定める。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き，副学長をもって充て，副委員長は，委員の互選によって
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定める。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

 （審議事項） 

第５条 委員会は，次に掲げる全学的事項を審議する。 

 (1) 就職についての方針に関する事項 

 (2) 就職相談，指導，紹介，あっせんに関する事項 

 (3) 就職先の開拓に関する事項 

 (4) 就職活動の連絡調整に関する事項 

 (5) 内部質保証に関する事項 

 (6) その他就職に関する事項 

 （議事） 

第６条 委員会は，委員の３分の２以上の者が出席しなければ，議事を開くことができな

い。 

２ 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

 （委員以外の者の出席） 

第７条 委員長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を委員会に出席させ，意見

を述べさせることができる。 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は，学生支援部学生課において処理する。 

 （細則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に

定める。 

   附 則 

１ この規程は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ 第２条第１項第２号の規定により最初に選出された委員の任期は，第３条第１項の規

定にかかわらず，２人の委員のうち学長が指名する１人の委員については，平成１７年

３月３１日までとし，他の委員については，平成１８年３月３１日までとする。 

   附 則 

 この規程は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は，平成２０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２  施行日において，第２条第１項第２号から第５号の規定に基づき選出された委員のう

ち，概ね半数の者の任期は，第３条第１項の規定にかかわらず１年とする。 

   附 則 

 この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，平成２３年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は，平成３１年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日の前日において，改正前の第２条第１項第２号から第５号までに規定する委員

の任期は，平成３１年３月３１日までとする。 

３ 施行日において，第２条第１項第２号から第５号までの規定により選出された委員の

うち，概ね半数の者の任期は，第３条第１項の規定にかかわらず１年とする。 

      附 則 

 この規程は，令和元年１１月２７日から施行する。 

      附 則 

 この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は，令和８年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規程は，令和８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は，令和８年４月１日から施行する。 

 


